
 

２０２３年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権選手権エンジン封印運用について 

 

 

１ 当該選手権に参加する車両のエンジンは、次の通り使用制限される。 

１）各車両に搭載されるエンジンは、一般社団法人ＳＦＬアソシエーションにより 

封印を施して管理される。 

２）各競技参加者は、当該年のすべての大会および公式テストを通じ、１基のエンジンを

連続して使用しなければならない。 

３）上記２）に規定されたエンジンは、当該年中１回リビルドすることができる。ただし

交換するパーツの仕様はいずれもオリジナルパーツと同一であることを条件とする。 

なお、エンジンブロック、シリンダーヘッド、オイルサンプ、カムカバーを交換する

場合には、リビルドとみなされずエンジンが交換されたものとみなされる。 

 

２ 車両のタイミングトランスポンダーが、ピットレーンを出発したことを示した時点で、

エンジンは使用されたとみなされる。 

 

３ 

１）上記１.１）に基づきＪＡＦの承認のもとに一般社団法人 SFL アソシエーション

は、当該エンジン供給チューナーと協議の後、各車両に対し、当該年の最初に使用

される大会もしくは公式テストに先立ち、各エンジンに封印を施すものとし、上記

１.３）に定められたリビルド以外に重要な部品が交換あるいはリビルドされたり

することのないよう管理する。 

２）ＪＡＦの承認のもとに一般社団法人ＳＦＬアソシエーションは、同一エンジン 

供給チューナーによる競技参加者に対し、そのエンジンの最初の使用に先立ち無作

為に割り当てるシステムを実行することができる。  

ただし、その割当システムの詳細は事前に公開されるものとする。 

３）各大会のオーガナイザーは、同一エンジン供給チューナーのエンジンを使用する

複数の競技 参加者間において公正かつ公平にエンジンマッピングがなされている

否かを確認するために、調査し必要な措置を講ずる権利を有する。 

 

４ 上記１.で認められているリビルドに加え、エンジンカムカバーに施された封印 

（シール）はバルブクリアランスのチェックと調節を目的として１回に限り、解除す

ることが許される。かかるチェックはＪＡＦ承認のもとに一般社団法人ＳＦＬアソシ

エーション監視の下、行なわねばならずエンジンカムカバーには新しい封印（シール）

が施される。 



 

５ エンジンユニットの直接的な交換以外にも、封印（シール）がダメージを受けた  

場合、あるいは当該エンジンが使用されている際に取り外された場合には、交換が 

行なわれたものとみなされる。 

ただし上記１.に定められたリビルド、または上記４.に定められたチェックは除く。 

 

６ 大会期間中に、破損等によりエンジン本体もしくは部品を交換する場合は技術委員

長に申請のうえ、競技会審査委員会の承認を必要とする。 

 

７ エンジンを交換する場合、理由の如何にかかわらずエンジン交換後、最初の決勝 

レースのスターティンググリッドを予選結果より５グリッドダウンとする。ただし、

他者の過失によるアクシデントによってエンジン交換を強いられたことが明らかな

場合は、その限りではない。 

またエンジン交換後、当該年最初に封印し使用したエンジンの修復を終え再搭載 

する場合には、この罰則は適用されない。 

 

以上 


